
　協会けんぽの手続きに電子申請が
　導入されます

◆電子申請の導入
　９月 10 日、協会けんぽは、電子申請サイトの開設
と「けんぽアプリ」のリリースを行い、マイナンバーカー
ドを利用して本人確認のうえ、手続きを行う仕組みを
準備中であると公表しました。

◆電子申請による手続きイメージ
　資料によれば、傷病手当金や出産手当金、出産育児金、
高額療養費などの申請書が対象となっています。マイ
ナ保険証を持っていない被保険者向けに紙の保険証に
代わって発行される資格確認書の交付申請書も、対象
となっています。
　手続きフローとしては、協会ホームページまたは「け
んぽアプリ」から電子申請サイトにログインして希望
する申請書を選択し、申請情報を入力の上、必要な添
付書類は電子ファイルでアップロードするというもの
が示されています。審査に関する通知もシステム上で
行われ、確認画面にステータスを表示することとなっ
ています。
ただし、示されているのは被保険者自身が手続きを行
うフローのみのため、会社の担当者や手続きの委託を
受ける社会保険労務士がどのように手続きを行うのか
は、現時点で明らかにされていません。

◆いつから導入される？
　資料によれば、令和８年１月からのサービス開始が
予定されており、電子申請のほかに健康づくりに関す
るコンテンツ配信などが予定されています。
　その後、検証の上、令和 10 年１月には「健診予約」

しており、ＡＩやソフトウェアによる業務効率化、省力
化が急務です。医療・福祉・サービス業など、高齢化
で需要が増える分野の生産性向上も重要課題です。

◆社会インフラを支える職業の人材確保に向けて
医療・福祉、保安、運輸、販売など生活に直結する職
業（社会インフラ関連職）の人材不足は経済活動に影
響します。これらの職種を支えるため、スキルや経験
に応じて段階的に賃金が上がる「キャリアラダー」の
導入が必要です。

◆企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に
対応した雇用管理
転職者が増え、生え抜き社員の割合は減少しています。
若年層ほど賃金や自己成長を重視し、働きやすい職場
への継続就業希望が高い傾向があります。企業は賃金
や福利厚生だけでなく、賃金以外の労働条件の改善や
働きやすい職場環境整備など、多様な働き方を可能と
する柔軟な雇用管理を行うことが重要です。

【厚生労働省「「令和７年版 労働経済の分析」を公表し
ます」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63870.html

2 0 2 5 年 1 1 月号

や「デジタルな健康手帳」等、加入者の利便性向上に
資するプッシュ型の機能の実装と入社と同時に自動的
にアプリをインストールするような仕組みを構築する
とされていますが、あくまで構想とされています。

【全国健康保険協会「第 137 回全国健康保険協会運営
委員会資料」】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r07/002/2
50910/

　「令和７年版　労働経済白書」が
　公表されました

厚生労働省は「令和７年版　労働経済の分析」（労働経
済白書）を公表しました。労働経済白書は、一般経済
や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計デー
タを活用して分析する報告書です。今回の白書の主な
ポイントをご紹介します。

◆労働経済の推移と特徴
2024 年の雇用情勢は昨年に続き改善し、失業率や求人
倍率は横ばいでした。労働力人口や就業者数は過去最
高を記録し、現金給与総額は４年連続で増加、実質賃
金も一般・パートともにマイナスを脱しました。

◆持続的な経済成長に向けた課題
日本では 1990 年代以降、実質労働生産性の実質ＧＤ
Ｐ成長率への寄与が低下しています。無形資産投資、
特に非製造業のソフトウェア投資が米欧に比べて低迷
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　　今月の税務と労務の手続

10 日
○　源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
　　［郵便局または銀行］
○　雇用保険被保険者資格取得届の提出
　　＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞
　　［公共職業安定所］

17 日
○　所得税の予定納税額の減額承認申請書
　　（10 月 31 日の現況）の提出［税務署］

12 月 1 日
○　個人事業税の納付＜第２期分＞
　　［郵便局または銀行］
○　所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞
　　［郵便局または銀行］
○　健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
○　健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］
○　労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告
　　書の提出［公共職業安定所］
○　外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな
　　い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞
　　［公共職業安定所］
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